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【第３編 風水害編】 

頁 新 旧 

201 第１章 予防対策 
第１節 水害及び土砂災害の予防 

 

第１ 水害予防－治山 

１ 取組方針 

森林は、洪水、山腹崩壊、土砂流出等の山地災害を防ぐという県土保全

上重要な機能を有している。治山事業は、山腹崩壊地、荒廃渓流の復旧対

策や荒廃の兆しがある山地の防災対策を図るとともに、荒廃した森林を

整備することにより、山地災害を防止する。 

 

２ 治山施策の総合的な推進 

県の治山事業の基本方針は次のとおりである。 

町は、この基本方針にしたがって関連機関と連携して治山事業を推進

していく。 

 

【治山事業の基本方針】 

・災害に強い安全な地域づくり 

豪雨等の自然現象による山地災害を防止し、またこれによる被害

を最小限にとどめるため、山地災害の発生の危険性が高い集落、重

要なライフラインに近接する地域等に対して、きめ細かな治山対策

を推進し、地域の安全性の向上を図る。 

・水源地域の機能強化 

良質な水資源の安定的な供給と国土の保全に資するため、重要な

水源地域における森林について、水源かん養機能や、土砂流出防止

機能の向上を図ることにより、「緑のダム」として良好な森林水環境

を形成する。 

第１章 予防対策 
第１節 水害及び土砂災害の予防 
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・豊かな環境づくり 

安全で良好な生活環境の保全・形成を図るため、都市周辺等にお

いて防災機能の発揮に併せて、地域の景観や生物の生息環境に配慮

し、地域の憩いの場となる森林の整備等を推進する。 

 

３ 山地災害危険地区における住民の安全確保 

町は、町内に山地災害危険地区が４箇所あることから、これらの地区の

地域住民に対して、予報・警報・避難指示等を迅速かつ的確に地域住民に

伝達できる体制を確立するものとする。 

 

第２ 水害予防－治水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 治水対策 

(1) 河川の改修 

町は、水害発生を防ぐため、県及び国が管理する河川について、河川施

設の安全性の向上、河道改修及び堆積土砂掘削等の実施を要請する。 

また、町の管理河川である準用河川等については、河道の拡幅、築堤、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 治水 

１ 河川の現況 

平成 24年 4月 1日現在 

区 分 名 称 流路延長 幅員標準 流 量 

一級河川 越辺川 35,800m 220.0m 850㎥/S 

一級河川 鳩 川 6,820m 48.6m 200㎥/S 

準用河川 内 川 2,800m 8.8m 39㎥/S 

準用河川 大橋川 2,900m 14.3m 82㎥/S 

準用河川 泉井川 3,050m 5.0m 17㎥/S 

準用河川 黒石川 2,750m 5.0m 18㎥/S 

 

 

２ 河川の改修 

町の管理河川である準用河川については、平地を流れる河川である

ことに加えて、改修工事も堀込み河道による積みブロック工法により、

ほぼ全線にわたり整備されているため、浸水等の被害は極めて少ない



鳩山町地域防災計画 新旧対照表 

315 

 

河床掘削、護岸などを図る。 

 

(2) 水防法に基づく洪水浸水想定区域の指定等 

ア 洪水浸水想定区域の指定・公表 

洪水予報河川及び水位周知河川に指定されている河川並びに県管

理河川においては、想定しうる最大規模の降雨により河川が氾濫し

た場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定し、

指定の区域、浸水した場合に想定される水深、浸水継続時間等を公表

されている。 

現在、町内の河川のうち、指定・公表されている洪水浸水想定区域

は次のとおりである。 

国管理河川 越辺川 

県管理河川 鳩川 

町は、洪水予報河川等に指定されていない中小河川について、河川

管理者から必要な情報提供、助言等を受けつつ、過去の浸水実績等を

把握したときは、洪水ハザードマップにより住民、滞在者その他の者

へ周知するものとする。 

 

イ 洪水浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための

措置 

町防災会議は、洪水浸水想定区域の指定があったときは、町地域防

災計画において、少なくとも当該洪水浸水想定区域ごとに、次に掲げ

る事項について定める。 

（表略） 

町防災会議は、町地域防災計画に上記(4)に掲げる事項を定めると

きは、同計画に当該施設の所有者又は管理者及び自衛水防組織の構

成員に対する洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 

また、町地域防災計画にその名称・所在地を定められた上記(4)の

と考えられる。 

 

３ 浸水想定区域の指定状況 

(1) 湛水想定区域の想定状況 

湛水想定区域とは条例の規定に基づき、過去における洪水の状況を基

に湛水することが想定される区域として、知事が指定した区域をいう。県

土整備部河川砂防課は、昭和 33 年 9 月の台風 17 号（狩野台風）及び昭

和 57 年 9 月の台風 18 号の実績降雨でシミュレーションしたものに、平

成 18年 5月末までに完成した主要な治水施設の効果能力を勘案し、湛水

想定区域図を作成している。それによると、本町において、越辺川流域の

一部で、0.75～1.00ｍ、あるいは、1.00～1.25ｍの湛水が想定される区域

が設定されている。 

【図 1-1-3参照】 
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施設の所有者又は管理者は、以下について実施義務又は努力義務が

ある。 

（表略） 

さらに、町長は、浸水想定区域をその区域に含む場合は、国土交通

省令で定めるところにより、本計画において定められた、上記(1)～

(5)に掲げる事項を住民、滞在者等に周知させるため、これらの事項

を記載した印刷物（洪水ハザードマップ）の配布その他の必要な措置

を講じなければならない｡ 

ハザードマップの配布又は回覧に際しては、居住する地域の災害

リスクや住宅の条件等を考慮したうえでとるべき行動や適切な避難

先を判断できるよう周知に努めるとともに、安全な場所にいる人ま

で避難場所に行く必要がないこと、避難先として安全な親戚・知人宅

等も選択肢としてあること、警戒レベル４で「危険な場所から全員避

難」すべきこと等の避難に関する情報の意味の理解の促進に努める

ものとする。 

また、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実

施状況等についても定期的に確認するよう努めるものとする。 

 

ウ 洪水ハザードマップの作成 

洪水浸水想定区域の指定に基づき、町は、想定される浸水区域や避

難場所の位置、緊急連絡先や情報連絡経路など、災害時に避難する住

民にとって必要な情報をわかりやすくまとめた「洪水ハザードマッ

プ」を作成しなければならない。その際、河川近傍や浸水深の大きい

区域については「早期の立退き避難が必要な区域」として明示すると

ともに、避難時に活用する道路において冠水が想定されていないか

住民等に確認を促すよう努めるものとする。 

 

(3) 内水対策 

ア 下水道等の整備推進 
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下水道の基本的な役割の一つとして、雨水の排除による浸水の防

除がある。町は、下水道の雨水管渠や貯留施設の整備を推進する。 

イ 内水ハザードマップの作成 

町は、被害の軽減を図るため、大雨による浸水（内水氾濫）の被害

が想定される区域や避難場所等に関する情報を示した内水ハザード

マップを作成し、住民に情報提供を行う。 

 

２ 道路橋梁の維持補修 

水害による道路又は橋梁の被災状況には、道路決壊、道路埋塞、路面流

失の直接災と、冠水により交通不能となる間接災がある。 

現在、国庫補助又は町単独をもって施工している道路整備事業は、自動

車交通量の増加に伴う改良整備と、上記直接災に対する予防措置ともい

える。間接災の予防については河川の氾濫防止のための整備が基本であ

る。 

(1) 道路の維持補修 

資材、人員、機械等を最大限に活用して、維持、補修を実施するもの

とする。 

また、冠水時の侵入防止対策として、監視カメラ、冠水センサー等の

整備を推進する。 

(2) 橋梁の維持補修 

必要な維持補修や架換えを計画的に実施し、対策に万全を期するも

のとする。 

(3) 危険箇所と予防計画 

ア 直接災によるもの 

道路決壊、道路埋塞、路面流失などの直接災はほとんど現況から予

測することは困難であって、集中豪雨による被害の多発する状態で

は全ての町道が対象となる。 

基本的な考え方を表記すると次表のとおりである。 
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被災種別 該当路線 被災原因 予防計画 

道路決壊 主に河川沿岸

の路線 

河 床 異 常 低

下、堆積によ

る 

根固ブロックにより

河床の安定を図る 

道路埋塞 山地部路線 山腹の崩壊土

石による 

山腹の崩壊防止、落石

防止等を行う 

路面流失 県内砂利道全

線 

路面上の流失

による 

排水、嵩上げ等維持補

修及び路面改造 

 

イ 間接災によるもの 

過去に発生した災害状況と危険河川の箇所から検討して、洪水氾

濫によって交通が阻害される地域は、越辺川、鳩川の流域の道路に多

い。 

これらは道路の予防計画としてよりも、河川条件に左右されるも

のが多い。 

 

ウ 道路パトロールの実施 

道路の機能を保全し、安全で円滑な交通を確保するとともに、災害

を未然に防止するため、道路パトロールを実施するものとする。 

道路パトロールは、通常パトロールなどのほか、異常気象時にも随

時実施し、道路危険個所の点検等を行う。 

 

第３ 水害予防－地盤沈下 

１ 地下水採取の規制 

町は、埼玉県生活環境保護条例によって地下水採取の規制を実施して

いる地域（第二種指定地域）に該当しており、井戸の新設が規制されてい

る。 
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第４ 水害予防－ため池 

ため池は農業用水の水源である一方で、豪雨などによりため池が決壊

した場合、大きな被害が発生することから、町民の生命・財産を守るた

め、ため池の防災対策が急務となっている。 

このため、防災重点農業用ため池のうち、対策が必要なため池について

は改修等を行うハード対策とハザードマップ作成配布等を行うソフト対

策を効果的に組み合わせた防災対策を推進していく。 

１ ため池の水害予防対策の推進 

「第２編―第１章―第９節 河川、ため池等の予防対策」を準用する。 

 

第５ 土砂災害予防 

１ 土砂災害警戒区域等の指定 

県は、平成 13年４月に施行された「土砂災害警戒区域等における土砂

災害防止対策の推進に関する法律」（以下「土砂災害防止法」という。）に

基づき、土砂災害により町民の生命又は身体に危害が生じる恐れがある

と認められる土地の区域について、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別

警戒区域に指定し、土砂災害が及ぶ範囲を明らかにする。 

町は、区域指定に基づき、警戒避難体制を整備する。 

 

 

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進 

町は、県が土砂災害防止法に基づき指定した土砂災害警戒区域等に

おいて、警戒避難体制を定め、土砂災害に関する情報の伝達方法や避難

地に関する事項を記載した印刷物の配布等を行う。 

 

ア 土砂災害警戒区域における対策 

町は、以下の項目等に留意し、土砂災害警戒区域ごとの警戒避難体制

の整備を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 地すべり対策 

本町には、地すべり危険箇所（国土交通省所管・農林水産省所管）、地す

べり防止区域（農林水産省所管）などの指定はない状況である。 
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① 土砂災害警戒区域を含む自治会や住民に対し、ハザードマップ

を配布・公表し、住民等に対する土砂災害への危機管理意識の啓

発に努める。 

② 土砂災害警戒区域内の住民を対象に、土砂災害を想定した防災

訓練を開催する。 

③ 土砂災害警戒区域内における要配慮者関連施設の避難の支援

は、防災関連機関、福祉関連機関、自主防災組織等との連携の下、

要配慮者に関する情報（名簿、連絡体制等）を通常時から把握し、

施設ごとに具体的な避難支援計画を整備する。 

④ 土砂災害警戒区域の地形変状を定期的に巡視・点検し、土砂災害

の前兆現象の早期発見に努める。 

⑤ 大雨に関する注意報、警報及び土砂災害警戒情報について、住民

に周知するとともに、緊急時に住民の避難を促す伝達手段を整備

していく。 

 

町防災会議は、土砂災害警戒区域の指定があったときは、町地域防災

計画において、少なくとも当該警戒区域ごとに、次に掲げる事項につい

て定める。 

 

(1) 土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の

発令及び伝達に関する事項 

(2) 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関

する事項 

(3) 災害対策基本法第 48 条第 1 項の防災訓練として市町村長が行

う土砂災害に係る避難訓練の実施に関する事項 

(4) 警戒区域内に、要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療

施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設）

であって、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合におけ
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る当該要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避

難を確保する必要があると認められるものがある場合にあって

は、当該要配慮者利用施設の名称及び所在地 

(5) 救助に関する事項 

(6) 前各号に掲げるもののほか、警戒区域における土砂災害を防止

するために必要な警戒避難体制に関する事項 

上記(4)に該当する施設については、町地域防災計画に、急傾斜地の

崩壊等が発生するおそれがある場合における施設利用者の円滑かつ迅

速な避難を確保するため、上記(1)に掲げる事項として土砂災害に関す

る情報、予報及び警報の伝達に関する事項を定めるものとする。 

上記(4)に該当する施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定め

るところにより、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合にお

ける施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練

その他の措置に関する計画を作成し、町長に報告しなければならない｡

また、計画に定めるところにより、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の

確保のために訓練を行わなければならない。 

さらに、町長は、警戒区域をその区域に含む場合は、町地域防災計画

に基づき、国土交通省令で定めるところにより、土砂災害に関する情報

の伝達方法、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における

避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項

その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を

住民等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物（ハザードマ

ップ）の配布その他の必要な措置を講じる。 

【土砂災害の警戒避難体制に関して、ハザードマップに記載すべき

事項】 

① 土砂災害警戒区域並びにこれらの区域における土砂災害の発生

原因となる自然現象の種類 

・土砂災害警戒区域等：土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒
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区域 

・自然現象の種類：急傾斜地の崩壊、土石流、地すべり 

② 土砂災害に関する情報の伝達方法 

・避難場所 

③ その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な

事項（必要に応じて） 

・雨量情報 

・土砂災害警戒情報、警戒避難基準雨量（降雨指標値） 

・避難情報（高齢者等避難、避難指示等） 

・土砂災害の特徴・前兆現象 

・避難時の心得・携行物 

・主要な避難路 

・その他 

 

イ 土砂災害特別警戒区域における対策 

知事は、関係市町村長の意見を聴いて、土砂災害により著しい危害

が生じるおそれがあると認められる区域を土砂災害特別警戒区域と

して指定し、以下の措置を講ずる。 

町は、当該措置にしたがって、連携・調整を図りつつ、対策を講ず

る。 

・住宅宅地分譲地、要配慮者関連施設の建築のための開発行為に関

する許可 

・建築基準法に基づく建築物の構造規制を踏まえた安全確保の推進 

・土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物の所有者に対する移転等

の勧告 

・勧告による移転者への融資、資金の確保 

なお、土砂災害により特に大きな被害が生ずる可能性がある箇所

で、住居の建築の禁止等を行う必要のある区域においては、建築基準
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法に基づき、災害危険区域の指定等を検討するものとする。 

 

２ 土石流の予防対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 砂防指定地の指定 

知事は治水上砂防のため、砂防設備を必要とする土地に対し、砂防

法第２条の規定により、砂防指定地の指定を国土交通大臣に進達する

ことができる。 

国土交通大臣は砂防指定地として、これを指定することができる。 

町内の砂防指定地は、次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 土石流対策 

１ 土石流危険渓流の概要及び指定状況 

(1) 現況 

土石流危険渓流とは、谷地形をなし、渓床勾配 3°以上で土石流の発生

の危険性があり、人家に被害の及ぼすおそれのある渓流及び人家は無い

ものの、今後新規の住宅立地等が見込まれる渓流をいう。 

本町には土石流危険渓流はない状況にある。 

 

２ 砂防指定地の概要及び指定状況 

(1) 砂防指定地の概要 

砂防指定地とは、土砂の流失による被害を防止するため砂防設備を

設置し、又は、当該区域に行われる一定の行為の禁止若しくは、制限を

行う区域であって、国土交通大臣が指定した土地をいう。 

(2) 砂防指定地の指定 

ア 知事は治水上砂防のため、砂防設備を必要とする土地及び一定の

行為を制限すべき土地は、関係部局と協議のうえ砂防法第２条の規

定により、砂防指定地の指定を国土交通大臣に進達することができ

る。 

国土交通大臣は「砂防指定地指定基準」に基づき、砂防指定地と

して、これを指定することができる。 

〈砂防指定地指定基準〉 

(ｱ) 渓流の縦横浸蝕により土砂の生産、流送若しくは堆積が顕著で

あり、又は著しく顕著となるおそれのある区域 

(ｲ) 土砂等の生産、流送若しくは堆積により河川流域に及ぼす被害

が著しく大であり、又はそのおそれのある区域 

(ｳ) 地すべり防止区域で治水砂防のため、渓流に砂防設備を必要と

する区域 
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砂防指定地          令和７年４月１日現在 

幹川名 小支川名 渓流名 指定年月日 指定番号 

越辺川  鳩 川 S43.12.12 第 3553号 

〃  唐沢川 S32.08.06 第 979号 

〃  〃 S38.10.02 第 2555号 

(ｴ) 山腹の急傾斜地等の崩壊により、直接河川等に土砂害を与える

おそれのある区域 

(ｵ) 風水害、震災等によって、河川及び河川流域に土砂が流出又は

堆積し、緊急に対処しなければならない区域 

(ｶ) 土地の形質を変更した場合、河川及び河川流域への土砂流失等

により、治水防止上著しい影響を及ぼし又は及ぼすおそれのある

開発予想区域 

(ｷ) 公共の開発事業との関連上、砂防設備の設置が必要と認められ

る区域 

(ｸ) その他、治水上砂防のため特別の理由があるとき 

イ 指定の効果 

砂防指定地は、告示によってその効力を生じ、地方行政庁は、そ

の管内の砂防指定地を管理しなければならない。 

主なる指定の効果は、次のとおりである。 

(ｱ) 砂防設備を設置できること。 

(ｲ) 一定の行為の禁止、制限 

埼玉県砂防指定地管理条例により、のり切、切土、掘削、盛土等の

土地の形状変更、土石の類の採取又は岩石の採掘、工作物の新築等又

は除却、立竹木の伐採若しくは抜根又は滑下若しくは地引きによる運

搬、当該砂防指定地を管轄する県土整備事務所長の許可を受けなけれ

ばならない。 

 

砂防指定地          平成 25年４月１日現在 

幹川名 小支川名 渓流名 指定年月日 指定番号 

越辺川  鳩 川 S43.12.12 第 3553号 

〃  唐沢川 S32.08.06 第 979号 

〃  〃 S38.10.02 第 2555号 
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〃  〃 S38.11.11 第 2803号 

〃  〃 S40.11.19 第 3291号 

〃  〃 S42.05.31 第 1701号 

 

(2) 砂防指定地内の行為の制限 

砂防指定地内においては、埼玉県砂防指定地管理条例第３条に基づ

き、土石流発生の要因となる行為が規制される。 

【行為制限】 

１ のり切り、切土、掘削、盛土等による土地の形状の変更 

２ 土石の類の採取又は鉱物の採掘 

３ 工作物の新築、改築、増築、移転又は除却 

４ 立木竹の伐採又は樹根の採掘 

５ 木竹の滑下又は地引による搬出 

 

(3) 土石流対策工事 

町は、県に対し、砂防堰堤の整備等の推進を求めていくものとする。 

 

３ 地すべり予防対策 

本町には、地すべり危険箇所（国土交通省所管・農林水産省所管）、地

すべり防止区域（農林水産省所管）などの指定はない状況である。 

 

 

４ がけ崩れの予防対策 

(1) 急傾斜地崩壊危険区域の指定 

県は、崩壊のおそれのある急傾斜地（傾斜度が 30度以上である土地

をいう。）について、その崩壊により相当数の居住者、その他の者に危

害が生ずるおそれのある箇所に対し、「急傾斜地の崩壊による災害の防

〃  〃 S38.11.11 第 2803号 

〃  〃 S40.11.19 第 3291号 

〃  〃 S42.05.31 第 1701号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 急傾斜地対策 

１ 急傾斜地崩壊危険箇所の予防対策 

(1) 現況 

急傾斜地法による急傾斜地崩壊危険箇所とは、地表面が水平面に対

して 30°以上の角度をなし、その高さが５ｍ以上の急傾斜で、斜面の

上下部に人家が５戸以上ある箇所である。 
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止に関する法律」（以下「急傾斜地法」という。）に基づき、その区域を

急傾斜地崩壊危険区域として指定することができる。 

本町では、急傾斜地崩壊危険区域が２箇所指定されている。） 

 

 

 

 

急傾斜地崩壊危険区域          令和７年４月１目現在 

箇所名 

所 在 地 

指定年月日 指定番号 面 積 大 

字 
宇 

重郎 石坂 重郎 S46.10.22 第 1393号 
0.47 

ha 

上沢池田 石坂 石坂 H4.6.12 第 849号 
2.06 

ha 

 

町は、県に対し、急傾斜地崩壊防止工事の推進を求めていくもの

とする。 

また、急傾斜地は、原則として土地の所有者等に土地を適正管理

する責任があるため、県からの資料等を基に、周知に努めるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町では４箇所となっている。（図 1-2-1） 

【資料編 1-2-1「急傾斜地崩壊危険箇所（急傾斜地法）」】 

また、急傾斜地崩壊危険区域が２箇所指定されている。（図 1-2-1） 

 

 

急傾斜地崩壊危険区域         平成 25年４月１目現在 

箇所名 

所 在 地 

指定年月日 指定番号 面 積 大 

字 
宇 

重郎 石坂 重郎 S46.10.22 
第 1393

号 

0.47 

ha 

上澤・池田 石坂 
上沢・

池田 
H4.6.12 第 849号 

2.06 

ha 

 

その他に、土砂災害防止法による、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別

警戒区域の調査の際に表示された急傾斜地崩壊危険箇所が 22箇所ある。

（図 1-2-2） 

【資料編 1-2-2「急傾斜地崩壊危険箇所（土砂災害防止法）」】 

 

(2) 急傾斜地崩壊危険区域の指定 

ア 知事は、崩壊のおそれのある急傾斜地（傾斜度が30 度以上であ

る土地をいう。）で、その崩壊により相当数の居住者、その他の者

に危害が生ずるおそれのあるもの、及び崩壊の助長又は誘発を防止

するため行為の制限を必要とする場合は関係市町村長の意見をきい

て「急傾斜地崩壊危険区域指定基準」に基づき、その区域を急傾斜

地崩壊危険区域として、指定することができる。 

〈急傾斜地崩壊危険区域指定基準〉 

(ｱ) 急傾斜地の高さが5ｍ以上 

(ｲ) 急傾斜地の崩壊により危険が生ずるおそれのある人家5戸以

上、又は5戸未満であっても官公署、病院、旅館等に危害が生ず
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るおそれがあるもの 

イ 指定の効果 

急傾斜地崩壊危険区域の指定は、公示するとともに、その旨を関係

市町村に通知しなければならない。 

主なる指定の効果は次のとおりである。 

(ｱ) 行為制限 

水を放流又は停滞させること、のり切り、掘削、立木の伐採

等、急傾斜地の崩壊を助長又は誘発するおそれのある行為は、都

道府県知事の許可を受けなければならない。 

(ｲ) 土地所有者等の土地保全の努力義務 

(ｳ) 改善措置の命令 

(ｴ) 急傾斜地崩壊防止工事の施工 

(ｵ) 災害危険区域の指定 

(3) 急傾斜地崩壊防止対策 

ア 対策工事 

県は、急傾斜地法第12条の規定に基づき対策工事を進めている。 

イ 土地所有者に対する防災措置の指導 

県は必要に応じ、急傾斜地崩壊危険区域内の土地所有者又は被害

を受けるおそれのあるものに対して、崩壊防止工事の施工、その

他、必要な措置をとることを勧告することができる。 

ウ 急傾斜地崩壊危険箇所の周知 

町は、県から急傾斜地崩壊危険箇所の資料提供を受け、かつ指導

を受ける。 

県からの資料及び指導の結果をもとに、町民に対して危険箇所の

周知徹底を図るものとする。 

 

第２ 地すべり対策 

本町には、地すべり危険箇所（国土交通省所管・農林水産省所管）、地す

べり防止区域（農林水産省所管）などの指定はない状況である。 
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５ 山地災害危険地区の予防対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 山地災害対策 

１ 山地災害危険地区の予防措置 

(1) 現状 

山地災害は、集中豪雨や台風による山腹崩壊、地すべり、崩壊土砂の

流出によりもたらされる。本町における山腹崩壊危険地区は５地区あ

る。（図 1-2-3） 

(2) 保安林の指定 

町土の保全上特に必要な森林を保安林に指定し、適正に維持管理を

行う。 

ア 保安林の指定 

(ｱ) 水源かん養保安林 

森林土壌が雨水を吸収して、川に流れる水量を調節し、洪水等を

防止する。 

(ｲ) 土砂流出防備保安林 

表土の浸食、土砂の流出による土石流等を防止する。 

(ｳ) 土砂崩壊防備保安林 

急峻な山地の崩壊を防止する。 

イ 指定の効果 

保安林の指定は、町土保全上必要な機能を持ち備えた健全な森林

を将来にわたり維持していくことを目的とし、山地災害から町民の

生活を守ることにつながるものである。この保安林を維持していく

ため、次の制限がある。 

(ｱ) 立木伐採、土地の形質変更時に知事の許可を受けなければなら

ない。 

(ｲ) 立木伐採後の植栽義務 

なお、これに併せ税金の免除、減額等の措置が講じられている。 

(3) 山地災害対策 

ア 予防対策 

(ｱ) 危険箇所の実態調査及びパトロールの強化 
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(1) 山地災害危険地区の情報提供 

町は、県から山地災害危険地区の資料提供を受け、町民に対して危険

地区の周知徹底を図るものとする。 

 

６ 盛土による災害の予防対策 

(1) 危険が確認された盛土に対する是正指導 

町は、県が行う宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく管内の既存

盛土等に関する調査、経過観察等に協力し、盛土等に伴う災害を防止す

るための必要な措置を行う。 

 

(2) 避難情報の発令基準等の見直し 

町は、当該盛土等について、対策が完了するまでの間に、町地域防災

計画や避難情報の発令基準等の見直しが必要になった場合は、県から

町は、山地災害を未然に防止し、又災害が発生した場合における

被害を最小限にとどめるため、事前措置として危険箇所の地形、地

質、地下水、立木、排水施設、擁壁の状態及び山地災害が生じた場

合の付近家屋に及ぼす影響等を調査し、防災パトロールを実施す

るものとする。 

(ｲ) 所有者等に対する防災措置の指導 

危険箇所調査の結果、必要に応じ危険予想箇所の所有者、管理

者、占有者に対し擁壁、排水施設その他必要な防災工事を施すなど

改善措置をとるよう強力に指示するものとする。 

イ 治山事業の推進 

山地災害に対しては、国の森林整備保全事業計画に基づき、荒廃

山地や山地災害危険地区を対象に災害に強い安全な地域づくりを目

指した治山事業の推進を図っている。また、県の彩の国5か年計画

では土砂災害防止対策の推進を施策として、治山事業による災害防

止施設の整備を推進している。 

 

ウ 山地災害危険地区の情報提供 

町は、県から山地災害危険地区の資料提供を受け、町民に対して危険

地区の周知徹底を図るものとする。 
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の助言や支援を基に見直しを行うもの 

 

７ 土砂災害警戒避難体制の確立 

「第２編―第２章―第１節―第３ 警戒避難体制の確立」を準用する。 

 

 

 

 

第６ 土砂災害警戒避難体制の確立 

町は、土砂災害危険箇所について、警戒避難体制の整備を図るため、以下

の事項について県より指導を受け、指導に基づく適正な警戒避難体制の確

立を図るものとする。 

１ 警戒避難体制の整備 

(1) 土砂災害危険箇所の周知、情報の提供 

(2) その他警戒避難体制のために必要な事項 

２ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進 

県は、平成13年4月に施行された「土砂災害警戒区域等における土砂

災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、基礎調査の実施及び土砂

災害警戒区域等の指定に努める。 

町は、指定された土砂災害警戒区域において、警戒避難体制の整備を

講ずるよう努める。 

(1) 基礎調査の実施 

県は、おおむね5年ごとに土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒

区域の指定その他土砂災害防止のための対策に必要な基礎調査とし

て、急傾斜地の崩壊、土石流又は地すべり等のおそれのある土地に関

する地形、地質、降水等の状況及び土地の利用状況等の調査を実施す

る。 

(2) 土砂災害警戒区域における対策 

知事は、町長の意見を聴いて、土砂災害のおそれがある区域を、土

砂災害警戒区域として指定する。 

町は、警戒区域ごとに情報の収集及び伝達、予報や警報の発令と伝

達、避難、救助その他必要な警戒避難体制に関する事項を定め、土砂

災害に関する情報の伝達、急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避

難地に関する事項、その他警戒区域における円滑な警戒避難の実施に

必要な情報を住民に周知するよう努める。 
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(3) 土砂災害特別警戒区域における対策 

知事は、町長の意見を聴いて、土砂災害により著しい危害が生じる

おそれがあると認められる区域を土砂災害特別警戒区域として指定

し、以下の措置を講ずる。 

ア 住宅宅地分譲地、災害時要援護者関連施設の建築のための開発行

為に関する許可 

イ 建築基準法に基づく建築物の構造規制 

ウ 著しい損壊が生じる建築物の所有者に対する移転等の勧告 

エ 勧告による移転者への融資、資金の確保 

 

210 第２節 竜巻等突風災害の予防 

第１ 竜巻の発生、対処に関する知識の普及 

１ 竜巻等突風に関する普及啓発の推進 

町は、竜巻の発生メカニズムや対処方法について、職員への研修や町民

への普及啓発を行うよう努める。 

２ 竜巻対応マニュアルの作成 

各学校において、竜巻対応マニュアルを作成するなど、竜巻発生のメカ

ニズムや竜巻の特徴を理解させ、日頃から竜巻へ備える態度を育て、竜巻

から身を守る適切な避難行動を理解させるよう努める。また、安全管理運

対体制の充実を図る。 

 

第２ 竜巻注意情報等気象情報の普及 

１ 竜巻関係の気象情報について普及啓発 

熊谷地方気象台及び県と協力し、竜巻関係の気象情報の種類や利用方

法について、町民への普及啓発を行う。 

 

第３ 被害予防対策 

１ 物的被害を軽減させるための方策 
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重要施設や学校、公共交通機関等において、飛来物による施設の損傷や

ガラス破損に対する対策及び耐風対策を進める。 

低コスト耐候性ハウス等の導入など、農業被害の軽減を検討する。 

 

第４ 竜巻等突風対処体制の確立 

町は、竜巻の発生メカニズムや竜巻注意情報等の予測精度、竜巻の特徴を

踏まえ、発表時及び竜巻発生時の対処や連絡方法等について、防災関係機関

と事前に調整しておく。 

 

第５ 情報収集・伝達体制の整備 

１ 住民への伝達体制 

防災行政無線、緊急速報メールなど住民への多様な伝達手段の中から、

有効で時宜を逸しない伝達方法を検討する。 

２ 目撃情報の活用 

町や防災関係機関の職員から、竜巻等突風の目撃情報を組織的に収集

し、即時性の高い警戒情報の発信に生かすなど、竜巻等突風の迅速な捕捉

を検討する。 

 

第６ 適切な対処法の普及 

１ 具体的な対処方法の普及 

町民は、竜巻等突風から身の安全を守るため、竜巻等突風の危険が高ま

った際は、気象の変化に十分注意しながら主体的に判断し、適切な対処行

動をとる。 

町は、ホームページや広報紙等で、対処法をわかりやすく掲示する。 

【竜巻から命を守るための対処法】 

・頑丈な建物への避難 

・窓ガラスから離れる 

・壁に囲まれたトイレなどに逃げ込む 
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・避難時は飛来物に注意する 

 

 

212 第３節 雪害の予防 

第１ 町民が行う雪害対策 

１ 自助の取組 

自分の身は自分で守るという自助の観点から、家屋等（カーポート、ビ

ニールハウス等）の耐雪化、食料や飲料水等の備蓄、燃料の備蓄、除雪作

業用品の準備・点検など自ら雪害に備えるための対策を講ずるとともに、

町が実施する防災活動に積極的に協力するものとする。 

なお、除雪作業を行う際は、足元や周囲に気を配り、転落防止対策等を

講じるとともに、転倒及び屋根雪の落下にも十分注意するものとする。 

雪道を運転する場合は、気象状況や路面状況の急変があることも踏ま

え、車両の運転者は車内にスコップやスクレーバー、飲食料及び毛布等を

備えておくよう心がけるものとする。 

町は、県と連携して町民が行う雪害対策の必要性と実施する上での留

意点などについて、充分な普及啓発を行う。 

 

２ 町民との協力体制の確立 

積雪時における安全の確保及び雪害予防活動の推進のためには町民、

事業者等の自主的な取組及び防災活動への協力が不可欠である。町は、大

雪時の路上駐車の禁止、マイカー使用の自粛、歩道等の除雪協力等につい

て、普及啓発及び広報に努めるものとする。 

 

第２ 情報通信体制の充実強化 

１ 気象情報等の収集・伝達体制の整備 

町は、降雪・積雪に係る気象情報等を収集し、関係機関に伝達する体制

を整備する。 
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２ 町民への伝達及び事前の周知． 

町は、町民が主体的に状況を判断し、適切な対処行動がとれるよう､降

雪･積雪に係る気象情報を町民に伝達する体制を整えるとともに、気象情

報の取得方法や活用方法についてあらかじめ町民への周知に努める。 

町民は、最新の気象情報の取得方法を身につけ、雪害予防又は大雪時の

適切な対処行動に活用できるようにする。 

 

第３ 雪害における応急対応力の強化 

１ 大雪対応事前行動計画（埼玉版タイムライン）の作成・共有 

大雪災害に対応するため、事前行動計画（埼玉版タイムライン）を作成

し、関係機関と共有する。 

２ 防災用資機材等の確保と利用環境の整備及び防災関係機関との連携強

化 

必要な防災資機材等を計画的に整備充実するとともに、他の防災関係

機関との連携を強化し、応急活動における相互協力の向上に努める。 

【雪害に対応する防災用資機材（例）】 

・除雪機  ・スノーシュー  ・かんじき ・ストック ・そり ・

スノーダンプ 

・スコップ ・長靴 ・防寒具 ・防寒用品 ・ポリタンク 

 

第４ 避難所の確保 

町は、地域の人口、地形及びなだれ等の危険性、施設の耐雪性等を考慮

し、避難所をあらかじめ確保する。 

 

第５ 孤立予防対策 

町は、積雪、なだれ等により交通が困難又は不能になり孤立するおそれの

ある地区について、事前に地区の世帯数や連絡者（地区代表者等）の把握を
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行う。 

町は、積雪、なだれ等により交通が困難又は不能になり孤立するおそれの

ある地区について、日常生活の維持を図るため、通信の確保、食料備蓄の奨

励等、事前措置を講ずる。 

 

第６ 建築物の雪害予防 

防災活動拠点をはじめ災害対応を行う施設や多くの町民が利用する施設

については、耐雪性を考慮し、降雪による被害を最小限に抑える。 

 

第７ 道路交通対策 

１ 道路交通の確保 

町は、通常時の除雪作業のみならず、通常時では対応が困難となる大雪

に対して、道路交通の確保を図るための除雪対応の基本方針を定め、効率

的な除雪に努める。また、除雪実施体制を整備するとともに、凍結防止剤

など必要な資機材を確保する。 

契約業者に対し、降雪期に入る前の除雪機械及び附属品等の事前点検

整備を指導する。 

 

２ 積雪状況の把握及び情報発信 

除雪作業着手の判断を確実かつ容易とするため、道路管理用カメラ等

の設置により、積雪状況を把握する。 

カメラ画像の公開により、道路利用者へ積雪状況を情報発信し、注意を

促す。 

 

３ 雪捨て場の事前選定 

運搬排雪作業に備えてあらかじめ適当な雪捨て場を選定する。 

 

４ 関係機関の連携強化 

降雪・積雪情報や除雪情報を共有するため、町、県、国等との連絡体制
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をあらかじめ確立する。 

異常な積雪に伴い、除雪能力が大幅に制限されることを想定し、優先的

に除雪すべき路線（防災活動拠点施設、警察署、消防署、災害時に拠点と

なる病院施設等の沿線）をあらかじめ選定し、管内関係機関で共有してお

くものとする。 

 

第８ ライフライン施設雪害予防 

ライフライン施設の管理者は、降積雪期におけるライフライン機能の継

続を確保するため、必要な防災体制の整備を図るとともに、施設の耐雪化・

凍結防止について計画的に整備する。 

町は、ライフライン事業者から迅速かつ的確に情報収集できるよう、連携

体制の強化を図るものとする。 

 

第９ 農林水産業に係る雪害予防 

積雪に耐えうる低コスト耐候性ハウス等の導入など、農業被害の軽減を

検討する。 

 

215 第２章 応急対策 
第１節 応急活動体制 

町内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、町内の区域を管

轄し、又は管轄区域内の災害応急対策について、責任を有する機関は、災害

応急対策を迅速かつ強力に推進するため、法令及び防災計画並びに当該機

関の防災に関する計画に定める災害対策本部等の組織（以下「災害応急対策

組織」という。）に必要な職員を動員配備して、その活動体制に万全を期す

るものとする。 

この場合において、それぞれの関係機関は、その組織及び機能の全てをあ

げて災害応急対策組織の活動に協力するものとする。 

 

第２章 応急対策 
第１節 応急活動体制 

町内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、町内の区域を管

轄し、又は管轄区域内の災害応急対策について、責任を有する機関は、災害

応急対策を迅速かつ強力に推進するため、法令及び防災計画並びに当該機

関の防災に関する計画に定める災害対策本部等の組織（以下「災害応急対策

組織」という。）に必要な職員を動員配備して、その活動体制に万全を期す

るものとする。 

この場合において、それぞれの関係機関は、その組織及び機能のすべてを

あげて災害応急対策組織の活動に協力するものとする。 
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第１ 町の活動体制 

１ 基本方針 

「第１編―第２章―第１節 応急活動体制」を準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 活動体制 

１ 町の活動体制 

(1) 責務 

町は、町内に災害が発生、又は発生のおそれがある場合において、第

一次的に災害応急対策を実施する機関として、法令、県防災計画及び町

防災計画の定めるところにより、近隣市町村、県及び指定地方行政機関

並びに町に関係のある公共的団体及び町民等の協力を得て、その有す

る全機能を発揮して災害応急対策の実施に努めるものとする。 

(2) 活動体制 

ア 組織、配備体制 

町は、（1）の責務を遂行するため、あらかじめ災害に対処するため

の組織、配備体制及び職員の動員等について定めておくものとする。 

この場合における町の災害対策本部の設置基準、配備体制の種別

及び基準は、県に準ずるものとする。 

イ 災害救助法が適用された場合の体制 

町は、町内に災害救助法が適用された場合は、知事の指揮を受け

て、災害救助法に基づく救助事項を補助するものとする。 

この場合における町の救助体制についても、県の指導によりあら

かじめ定めておくものとする。 

２ 指定地方行政機関等の活動体制 

(1) 責務 

指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等は町の地

域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、法令、防災業

務計画及び町地域防災計画の定めるところにより、その所掌事務に係

る災害応急対策を速やかに実施するとともに、町の実施する応急対策

が的確、かつ、円滑に行われるよう必要な施策を講ずるものとする。 

(2) 活動体制 

ア 組織等の整備 

指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等並びに
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第２ 組織、配備体制 

１ 体制の配備区分、配備基準、活動内容等 

風水害時における職員の配備基準及び配備対象者は、以下のとおりと

する。 

配備区分 配備基準 活動内容 配備対象職員 

待機体制 

・気象警報・注意報が発表さ

れ、被害が発生するおそれ

がある場合 

・台風の接近等が予想される

場合 

・町長が必要と認めた場合 

情報収集を

行い得る体

制 

（必要に応じて

参集） 

・総務課（防災担

当者） 

・各課等の長が

必要と認めた

職員 

情報収集体制 

・災害の発生が予測される場

合（台風直撃等） 

・町長が必要と認めた場合 

主として情

報の収集及

び報告を任

務として活

動する体制 

（自主参集） 

・各課局長以上

の者 

・総務課（1/2 程

度） 

・各課等の長が

必要と認めた

職員 

防災上重要な施設の管理者等は、それぞれの責務を遂行するため、

必要な組織を整備するとともに、災害応急対策に従事する職員の配

備及び服務の基準を定めておくものとする。 

イ 職員の派遣 

町災害対策本部長は、災害応急対策の円滑な実施を図るため、必

要があると認めるときは、指定地方行政機関等の長に対して、その

所属職員を必要な場所に派遣するよう要請するものとする。 

 

第２ 配備体制 

１ 配備体制基準 

災害時における職員の配備基準及び配備対象者は、以下のとおりとす

る。 

配備体制 配備基準 活動内容 配備対象職員 

待機体制 

①洪水注意報発表時 

②台風が接近し、被害の発生が

予測される場合 

③気象警報発表時 

④その他災害の発生又は発生

のおそれがあるとき 

情報収集を

行い得る体

制 

総務課防災担当

者 

警戒体制 
災害が発生又は発生が予測さ

れる場合 

主として情

報の収集及

び報告を任

務として活

動する体制 

各課局長以上の

者 
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警戒体制 

 

・規模の大きい災害が発生し

た場合又は発生したと考え

られる場合 

・規模の大きい災害の発生が

予想される場合 

・町長が必要と認めた場合 

災害状況の

調査、災害応

急対策業務

及び非常体

制の実施に

備えて活動

する体制 

（自主参集） 

・各課局長以上

の者 

・総務課（全員） 

・第 1 配備職員

（1/2 程度） 

・第 2 配備職員

（全員） 

非常体制 

・激甚な災害が発生した場合

又は発生したと考えられる

場合 

・激甚な災害の発生が予想さ

れる場合 

・町内に気象等に関する特別

警報が発表された場合 

組織及び機

能の全てを

挙げて活動

する体制 

（自主参集） 

・全職員 

※人員は、災害の状況に応じて、適宜、増員・減員を行う。 

※公共施設、工事現場等を管理している所管課の職員は、配備対象職員以

外であっても状況に応じて自主参集して災害に対応していくものとす

る。 

※情報収集体制及び警戒体制は、災害対策本部を設置しないで、通常の組

織をもって災害対策活動を推進するものとするが、災害情報の収集・伝

達等については、災害対策本部設置時に準じて行うものとする。 

※非常体制は、災害対策本部を設置して、災害対策活動を推進するものと

する。 

 

２ 配備体制の施行、解除 

「第２編―第２章―第１節 応急活動体制」を準用する。 

 

 

 

 

 

緊急体制 

災害が発生した場合又は大規

模災害の発生が予測される場

合 

災害状況の

調査及び非

常体制の実

施に備えて

活動する体

制 

各主幹以上の者 

非常体制 
相当規模の災害が発生又は発

生が予想される場合 

組織及び機

能の全てを

挙げて活動

する体制 

全職員 

 

※現場等管理に従事している職員については、配備対象職員以外であっ

ても状況に応じて自主参集して災害に対応していくものとする。 

 

警戒体制及び緊急体制は、災害対策本部を設置しないで、通常の組織を

もって災害対策活動を推進するものとする。 

 

非常体制は、災害対策本部を設置して、災害対策活動を推進するものと

する。 

 

 

２ 配備体制の決定 

(1) 待機体制、警戒体制 

総務課長が状況を判断して決定する。 

(2) 緊急体制、非常体制 

総務課長が町長の承認を得て決定する。 

(3) 決定者不在の場合 

総務課長が不在の場合は、まちづくり整備課長が代理を務め、また、ま
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３ 勤務時間外の体制（休日・夜間） 

「第２編―第２章―第１節 応急活動体制」を準用する。この場合におい

て、宿日直員は、気象警報が発表された場合又は被害等を覚知した場合は、

直ちに総務課長へ連絡するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 動員の方法 

「第２編―第２章―第１節 応急活動体制」を準用する。 

 

 

ちづくり整備課長も不在の場合は、総務課及びまちづくり整備課防災担

当者の中で次の職責の者が代理を務め、速やかに配備体制を決定するも

のとする。 

 

３ 警戒体制及び緊急体制時の対応 

警戒体制及び緊急体制時には、通常の組織をもって災害に対応するが、

災害情報の収集・伝達等については、災害対策本部設置時に準じて行うも

のとする。 

 

４ 夜間・休日等の勤務時間外における体制 

(1) 日常の体制 

ア 昼間（午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分）においては、職員の日

直体制をとっている。 

イ 夜間（昼間の時間帯以外）においては、委託している警備会社に電

話（夜間電話）が転送され、警備会社から総務課職員に連絡が入る体

制をとっている。 

(2) 災害発生直後の初期対応 

ア 日直者又は警備会社から連絡を受けた総務課職員は、速やかに総

務課及びまちづくり整備課防災担当職員に連絡する。 

イ 総務課及びまちづくり整備課防災担当職員は、直ちに所定の場所

に参集し、被害等を収集分析して、迅速な配備体制の決定とともに、

関係機関等への連絡、要請等の初期対応を適切に行う。 

ウ 昼間の場合において日直者は、担当者が参集するまで、災害の情報

収集及び連絡等を行う。 

エ 動員計画に組み込まれている職員は、動員伝達により、直ちに所定

の場所に参集して初期対応を行う。 

 

５ 職員の動員体制 

(1) 動員系統 
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ア 待機体制 

（図略） 

イ 警戒体制、緊急体制、非常体制 

（図略） 

(2) 動員の方法 

配備決定に基づく動員の指令は、次の方法で行う。 

ア 勤務時間内 

総務課職員が庁内放送、電話及び防災行政無線等で周知する。 

イ 夜間・休日等の勤務時間外 

電話及び防災行政無線等で行う。 

(3) 情報伝達が不可能な場合の参集 

勤務時間外等において、激甚な災害が発生し、電話等による情報伝達

が可能となった場合には、職員自らの判断により、所属の課局に参集

し、災害対策本部の各部長及び各班長の指示を受けるものとする。 

ア 職員は、直ちにテレビやラジオ等による情報及び周囲の状況から

被害状況の把握に努めるものとする。 

イ 職員は、災害発生を覚知した場合は、動員伝達の有無にかかわらず

配備体制基準に従い状況を判断し、自主的に登庁するものとする。 

(4) 非常参集 

職員は、勤務時間外等において、大規模な災害が発生し、交通途絶等

のため所定の配備につくことができないときは、以下に示す場所に非

常参集するものとする。 

また、災害状況の推移に従い、最終的には所属の課に参集するよう努

めるものとする。 

ア 非常参集場所 

(ｱ) 役場庁舎 

(ｲ) 学校、公民館等の指定避難場所 

イ 非常参集体制の整備 

町は、非常参集の際に人員を効果的に配備するため、あらかじめ職
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第３ 災害対策本部 

「第２編―第２章―第１節―第４ 災害対策本部」に準ずるほか、「２活

動体制」の（(1)災害対策本部の設置基準、設置場所」の設置基準について、

次のとおりとする。 

設置基準 

・気象等の警報、特別警報等が発表され、かつ、災害が

発生し、又は発生するおそれがある場合 

・その他町長が必要と認めた場合 
 

員の居住地分布を把握しておくものとし、交通途絶を考慮して役場

までの移動経路についても平常時の経路以外に数経路を確認してお

くものとする。 

(5) 参集時の留意事項 

ア 職員は、参集に際し、安全かつ活動しやすい服装で参集する。 

イ 職員は、参集途中において、人命に危険のある事故等に遭遇したと

きは、付近住民と協力して適切な処置をとらなければならない。 

ウ 職員は、参集途上に知り得た被害状況、又は災害情報を参集後にす

みやかに所属部長及び班長に報告しなければならない。 

エ 交通途絶時における職員の参集は、自転車、バイク、徒歩のいずれ

かによるものとする。 

町内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、町内の区

域を管轄し、又は管轄区域内の災害応急対策について、責任を有する

機関は、災害応急対策を迅速かつ強力に推進するため、法令及び防災

計画並びに当該機関の防災に関する計画に定める災害対策本部等の

組織（以下「災害応急対策組織」という。）に必要な職員を動員配備

して、その活動体制に万全を期するものとする。 

この場合において、それぞれの関係機関は、その組織及び機能のす

べてをあげて災害応急対策組織の活動に協力するものとする。 

 

第３ 災害対策本部 

「第２編 第２章 第１節 第３ 災害対策本部」に準ずる。 
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217 第２節 災害情報の収集・分析・加工・共有・伝達 

「第２編―第２章―第２節 災害情報の収集・分析・加工・共有・伝達」

に準ずるほか、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

第１ 風水害時に収集すべき情報 

１ 警戒段階で収集すべき情報の例 

情報項目 情報の内容 収集時期 収集源 伝達手段・経路等 

(1) 気象警

報等気象

情報 

予想される雨

量等警戒すべ

き災害事項 

発表後即

時 

・熊谷地方気

象台 

・防災情報提供シ

ステム（気象庁） 

・ホットライン 

・テレビ、ラジオ等 

(2) 雨量等

の気象情

報の収集 

①降雨量 

・先行雨量 

・他区域の降

雨状況 

・時間雨量の

変化 

②河川水位・流

量等の時間

変化 

随時 

・熊谷地方気

象台 

・気象庁アメ

ダス雨量、

降 水 短 時

間予報 

・各雨量観測

実施機関 

・県河川砂防

課、県土整

備事務所 

・町、消防署

独 自 の 雨

量観測所 

・消防機関の

警戒員 

・自主防災組

織 

・災害オペレーシ

ョン支援システ

ム 

・県防災行政無線 

・防災行政無線 

・消防無線 

・電話 

(3) 危険箇

所等の災

河川周辺地域

及び土砂災害

異常の覚

知後即時 

・町職員、消

防 機 関 等

・防災行政無線 

・消防用無線 

第２節 災害情報の収集 

災害時における防災関係機関相互の通知、指示、通報等の通信連絡を迅速

かつ円滑に行うため、関係各機関は、使用可能な通信手段を講じるととも

に、大地震の際は、有線電話の途絶を予想した体制を確立しておくものとす

る。 

 

第１ 災害時の通信体制 

「第 2編 第 2章 第 2節 第 1 災害時の通信体制」に準ずる。 

 

第２ 風水害時に収集すべき情報 

１ 警戒段階 

情報項目 情報の内容 収集時期 収集源 伝達手段・経路等 

１ 雨量等の

気象情報

の収集 

①予警報の内容

予想される降

雨及び災害の

程度 

発表後即

時 

・熊谷地方

気象台 

・気象庁ア

メダス雨

量レーダ

ー 

・町、消防署

独自の雨

量観測値・

県河川監

視要員 

・町職員、消

防署員、消

防団員の

警戒員 

・区組織 

・住民 

・テレビ、ラジオ 

・県防災行政無線 

・防災行政無線 

・消防用無線 

・電話 ②降雨量 

・先行雨量 

・他区域の降

雨状況 

・時間雨量の

変化 

毎時 

（随時） 

③河川の水位等 

河川の水位・

流量等の時間

変化 

随時 

④内陸滞水の状

況 随時 

２地域の災

害情報の

収集 

河川周辺地域及

び災害危険箇所

における発災危

険状況 

河川の氾濫(溢

水、決壊)の予想

される時期、箇

所 

異常の覚

知後即時 

・町職員、消

防署員、消

防団員の

警戒員 

・区組織・住

民 

・防災行政無線 

・消防用無線 

・電話 



鳩山町地域防災計画 新旧対照表 

344 

 

害情報の

収集 

警戒区域等に

おける発災危

険状況 

・河川の氾

濫(溢水、

決壊)の予

想される

時期 

・箇所 

・土砂災害

の予想さ

れる箇所

の発災の

前兆現象 

の警戒員 

・自主防災組

織、住民 

・電話 

・アマチュア無線 

(4) 住民の

動向 

①警戒段階の

避難実施状

況（避難実施

区域、避難人

数、避 

難所等） 

②自主避難の

状況 

避難所収

容後 

・避難所管理

者 

・避難所勤務

要員 

・消防・警察 

・自主防災組

織 

・防災行政無線 

・消防用無線 

・電話 

・アマチュア無線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂災害の予想

される箇所の発

災の前兆現象 

３ 住民の情

報の収集 

①警戒段階の避

難実施状況避

難実施区域、

避難人数、避 

難所等 

②自主避難実施

状況 

避難所収

容後 

・避難所管

理者、勤務

要員 

・消防署員、

消防団員・

西入間警

察署 

・区組織 

・住民 

・防災行政無線 

・消防用無線 

・警察無線 

・電話 
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２ 発災段階で収集すべき情報の例 

情報項目 情報の内容 収集時期 収集源 伝達手段・経路等 

(1) 発災情

報 

①河川の氾濫状

況(溢水、決壊

箇所、時期等)

浸水区域、浸水

高及びその拡

大減衰傾向 

②がけ崩れ、地す

べり等の土砂

災害の発生状

況(発災箇所、

時期、種類、規

模等) 

③発災による物

的、人的被害に

関する情報 

 
特に死者・負

傷者等人的被

害及び発災の

予想され事態

に関する情報 

発災状況

の覚知後

即時 

・町職員、

消防機関

等の警戒

員 

・警察 

・各公共施

設の管理

者等 

・自主防災

組織、住

民 

 
被災現

場や災

害危険

箇所等

を中心

とする

警戒区

域毎 

 

・災害オペレーシ

ョン支援システ

ム 

・電話 

・消防無線 

・防災行政無線 

・アマチュア無線 

④ライフライン

の被災状況応

急対策の障害

となる各道路、

橋梁、電気、水

道、ガス、電話、

通信施設等の

被災状況 

被災後、

被害状況

が把握さ

れた後 

・各ライフ

ライン関

係機関 

・電話 

・防災行政無線 

・県防災行政無線 

・災害応急復旧用

無線電話 

 

(2) 住民の

避難状況 

・発災段階の避

難実施状況(避

難実施区域、避

難人数、避難所

名等) 

避難所収

容の後 

・避難所管

理者、勤

務職員 

・消防・警

察 

・自主防災

組織 

・防災行政無線 

・消防無線 

・電話 

・アマチュア無線 

 

 

 

２ 発災段階 

情報項目 情報の内容 収集時期 収集源 伝達手段・経路等 

１ 発災情報 

①河川の氾濫状

況(溢水、決壊

箇所、時期等)

浸水区域、浸水

高及びその拡

大減衰傾向 

②がけ崩れ、地す

べり土砂災害

の発生状況(発

生箇所、時期、

種類、規模等) 

③発災による物

的、人的被害に

関する情報。 
報 

発災状況

の覚知後

即時 

・被災現場 

・災害危険

箇所等を

中心とす

る警戒区

域毎 

 

・町職員、

消 防 署

員、消防

団員 

・西入間警

察署 

・各公共施

設（避難

所） 

・区組織・

住民 

・電話 

・消防用無線 

・警察無線 

・防災行政無線 

④ライフライン

の被災状況応

急対策の障害

となる各道路・

橋梁・電気・水

道・電話通信施

設等の被災状

況 

被災後、

被害状況

が把握さ

れた後 

・各ライフ

ライン関

係機関 

・電話 

・防災行政無線 

・県防災行政無線 

・災害応急復旧用

無線電話 

 

２ 住民の避

難状況 

・発災段階の避

難実施状況(避

難実施区域、避

難人数避難所

名等) 避難所収

容の後 

・避難所管

理者、勤

務職員 

・ 消 防 署

員、消防

団員・西

入間警察

署 

・自主防災

組織 

・防災行政無線 

・消防用無線 

・警察無線 

・電話 

 

３ 復旧過程 

情報項目 情報の内容 収集時期 収集源 伝達手段・経路等 
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１ 

全体的な被

害状況 

各地区毎の所

定の様式に基

づく物的人的

被害の確定値 

豪雨が一

応収束し

た段階 

・町職員 ・防災行政無線 

・電話 

２ 

住民の避難

に関する情

報 

①避難所周辺

の状況(再避

難等対策の

必要性)、避

難住民に必

要な措置事

項 

②今回の災害

時に開設さ

れた避難所

名、収容人員

(世帯数)、避

難を行った

住民の地区

名、開設、収

容時刻閉鎖

の日 

避難所へ

の収容後

事態が納

まった段

階 

・避難所勤

務要員（町

職員） 

・防砂行政無線 

・消防用無線 

・電話 

 

 

情報項目 情報の内容 収集時期 収集源 

伝達手

段・経路

等 

３ 
ライフライ
ンの復旧見

通し 

①電気、水道及び

電話等の通信

機器施設の破

損、復旧状況 

②道路・橋梁の破

損、復旧状況 

豪雨の収

束ととも

に即時 

・各ライフラ

イン関係機関 

・電話 

・防災行

政無線 

・災害応

急 復

旧 用

無 線

電話 
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第２ 異常な現象発見時の通報 

災対法第 54条に基づき、災害が発生するおそれがある異常な現象を発見

した者の通報は、次の要領による。 

１ 発見者の通報 

(1) 災害の発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく

その旨を町長又は警察官に通報しなければならない。(災対法第 54条) 

(2) 何人も、通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。

(同条第２項) 

(3) 通報を受けた警察官はその旨を速やかに町長に通報しなければなら

ない。(同条第３項) 

 

２ 町長の通報及びその方法 

通報を受けた町長は、この計画の定めるところにより気象庁その他の関

係機関に通報しなければならない。 

【気象庁（熊谷地方気象台）に伝達する事項】 

(1) 気象に関する事項 

著しく異常な気象現象、例えば竜巻等突風現象 

(2) 地震・火山に関する事項 

・火山関係 

４ 

各関係機関

の応急復旧

対策の実施

状況 

①応急復旧工事

等の実施、進捗

状況 

②食料、物資等の

調達、支給状況 

③その他 

 環境対策情報

他 

(大型ごみ、崩

壊土砂の回収 

 

・防災関係機

関 

・電話 

・防災行

政無線 

・県防災

行 政 無

線 

 

第３ 被害情報の通信体制 

「第 2編 第 2章 第 2節 第 3 被害情報の通信体制」に準ずる。 
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噴火現象及び噴火以外の火山性異常現象 

・地震関係 

数日間にわたり頻繁に感ずるような地震 

 

３ 気象庁機関の通報先 

・熊谷地方気象台 

 

219 第３節 広報広聴活動 

「第２編―第２章―第３節 広報広聴活動」に準ずる。 

 

第４節 自衛隊災害派遣 

「第２編―第２章―第５節 自衛隊災害派遣」に準ずる。 

 

第５節 応援要請・要員確保 

「第２編―第２章―第６節 応援要請・要員確保」に準ずる。 

 

第６節 応援の受入 

「第２編―第２章―第７節 応援の受入」に準ずる。 

 

第７節 災害救助法の適用 

「第２編―第２章―第８節 災害救助法の適用」に準ずる。 

 

第３節 広報広聴活動 

「第２編 第２章 第３節 広報広聴活動」に準ずる。 

 

第４節 自衛隊災害派遣 

「第２編 第２章 第４節 自衛隊災害派遣」に準ずる。 

 

第５節 応援要請・要員確保 

「第２編 第２章 第５節 応援要請・要員確保」に準ずる。 

 

第６節 応援の受入 

「第２編 第２章 第６節 応援の受入」に準ずる。 

 

第７節 災害救助法の適用 

「第２編 第２章 第７節 災害救助法の適用」に準ずる。 

 

220 第８節 特別警報・警報・注意報等 

災害関係の気象、警報等の情報及び被害情報の収集並びに伝達は、災害応

急対策実施の基本となるため、以下の計画によりその万全を期するものと

する。 

 

第１ 気象業務法に基づく気象特別警報・警報・注意報等 

第８節 注意報・警報 

災害関係の気象、警報等の情報及び被害情報の収集ならびに伝達は、災害

応急対策実施の基本となるため、以下の計画によりその万全を期するもの

とする。 

 

第１ 注意報・警報の概要 
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１ 特別警報・警報・注意報等 

大雨や強風などの気象現象によって、災害が発生するおそれのあると

きには「注意報」が、重大な災害が発生するおそれのあるときには「警

報」が、予想される現象が特に異常であるため重大な災害が発生するお

それが著しく大きい場合には「特別警報」が、県内の市町村ごとに現象

の危険度と雨量、風速等の予想値が時間帯ごとに示されて、発表され

る。 

 

また、土砂災害や低い土地の浸水、中小河川の増水･氾濫、竜巻等に

よる激しい突風、落雷等により、実際に危険度が高まっている場所は

「キキクル（危険度分布）」や「雷ナウキャスト」、「竜巻発生確度ナ

ウキャスト」等で発表される。なお、大雨や洪水等の警報等が発表され

た場合のテレビやラジオによる放送等では、重要な内容を簡潔かつ効果

的に伝えられるよう、市町村をまとめた地域の名称が用いられる場合が

ある。 

 

２ 対象地域 

気象特別警報等は、市町村単位（二次細分区域）に区分して発表す

る。また、特別警報等の発表に当たり市町村をまとめた地域（６地域）

を用いることもある。天気予報は一次細分区域（３区域）に区分して発

表する。 

当町の区域は、「北部」の「北西部」に位置する。 

【予報、特別警報・警報・注意報の細分区域】 

一次細分区域名 
市町村等をまと

めた地域名 
二次細分区域名 

南部 南中部 さいたま市、川越市、川口市、所沢市、

狭山市、上尾市、蕨市、戸田市、朝霞

市、志木市、和光市、新座市、桶川市、

北本市、富士見市、ふじみ野市、伊奈

町、三芳町、川島町 

 南東部 春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三

１ 気象業務法（昭和 27年法律第 165号）に基づく注意報、警報等 

(1) 熊谷地方気象台が発表する注意報・警報等の対象地域、種類及び発

表基準は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 対象地域 

気象現象に伴う災害の発生が予想される地域を限定できる場合に

は、その地域を指定して注意報又は警報を発表する。指定する地域

は、一次区分として県内を3つの地域に、二次区分とし南部を3地域、

北部を2地域に細分して行う。 

 

 

（図略） 
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郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡

市、宮代町、杉戸町、松伏町 

 南西部 飯能市、入間市、坂戸市、鶴ヶ島市、日

高市、毛呂山町、越生町 

北部 北東部 行田市、加須市、羽生市、鴻巣市、久喜

市 

 北西部 熊谷市、本庄市、東松山市、深谷市、滑

川町、嵐山町、小川町、吉見町、鳩山

町、ときがわ町、東秩父村、美里町、神

川町、上里町、寄居町 

秩父地方 （秩父地方） 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿

野町 

 

 

 

 

 

 

(1) 特別警報・警報・注意報の種類の概要 

（表略） 

 

【特別警報等発表基準】 

（表略） 

（注）① 発表基準欄に記載した数値は、埼玉県における過去の発生状況と気象条件との

関係を調査して決めたものであり、災害発生を予想する際の具体的な目安であ

る。 

② 複合基準：（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表し

ている。 

③ 注意報及び警報は、その種類にかかわらず、新たな注意報又は警報が行われた

ときに切り替えられるものとし、又は解除されるときまで継続されるものとす

る。 

④ 現象による災害が極めて稀であり、災害との関係が不明確であるため具体的な

基準を定めていない警報・注意報（洪水を除く。）についてはその欄は空白でそ

れぞれ示している。 

 

(2) 各種気象情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 熊谷地方気象台は、異常気象等によって埼玉県の地域内に災害の発生

するおそれがある場合には、注意報、警報、情報等を発表し関係機関に通

報する。 

(3) 注意報・警報等の種類及びその内容は次のとおりである。 

 

●注意報・警報等の種類及びその内容 

（表略） 

 

 

 
（注）① 発表基準欄に記載した数値は、埼玉県における過去の発生状況と気象条件との

関係を調査して決めたものであり、災害発生を予想する際の具体的な目安であ

る。 

② 地面現象注意報・警報と浸水注意報・警報は大雨注意報・警報に含めて行う。 

 

③ 注意報及び警報は、その種類にかかわらず、新たな注意報又は警報が行われた

ときに切り替えられるものとし、又は解除されるときまで継続されるものとす

る。 

 

 

 

(4) 気象情報は、異常気象等についての情報を具体的かつ速やかに発表



鳩山町地域防災計画 新旧対照表 

351 

 

ア 全般気象情報、関東甲信地方気象情報、埼玉県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を

喚起する場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予

想、防災上の注意を解説する場合等に発表される。 

大雨特別警報が発表されたときには、その内容を補足する「記録的

な大雨に関する埼玉県気象情報」、「記録的な大雨に関する関東甲信

地方気象情報」、「記録的な大雨に関する全般気象情報」という表題の

気象情報が速やかに発表される。 

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状降

水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いているときには、

「線状降水帯」というキーワードを使って解説する「顕著な大雨に関

する埼玉県気象情報」、「顕著な大雨に関する関東甲信地方気象情

報」、「顕著な大雨に関する全般気象情報」という表題の気象情報が発

表される。 

大雨・洪水警報や土砂災害警戒情報等で警戒を呼びかける中で、重

大な災害が差し迫っている場合に一層の警戒を呼びかけるなど、気

象台が持つ危機感を端的に伝えるため、本文を記述せず、見出し文の

みの全般・地方・府県気象情報が発表される場合がある。 

 

【キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等】 

（表略） 

 

イ 早期注意情報（警報級の可能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で発表

される。当日から翌日にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象

地域と同じ発表単位（埼玉県南部など）で、２日先から５日先にかけ

ては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位（埼玉県な

ど）で発表される。大雨に関して、[高]又は[中]が予想されている場

合は、災害への心構えを高める必要があることを示す警戒レベル１

するものであり、異常気象の起こる可能性が高まった場合や注意報・

警報の内容を補足し、実況資料及び防災に対する注意事項を含め熊谷

地方気象台が発表する。 

記録的短時間大雨情報は、記録的な1時間雨量が観測されたとき

に、その状況を簡潔に表現して速報するものであり、埼玉県内の発表

基準は100mmである。ただし、大雨警報の発令されている間に行う。 

その他の気象情報としては、台風に関する情報、大雨に関する情

報、低気圧に関する情報、少雨に関する情報、高温に関する情報など

がある。 

２ 消防法（昭和 23年法律第 186号）に基づく気象状況の通報等 

熊谷地方気象台長が気象の状況から火災の危険があると認めたとき、

その状況を埼玉県知事に通報する。通報基準はおおむね次のとおりであ

る。 

(1) 最小湿度が 25％以下、実効湿度が 50％以下となる見込みのとき（乾

燥注意報の発表基準と同じ｡）。 

(2) 最小湿度が 30％以下、実効湿度が 60％以下で平均風速が 10m/s以上

となる見込みのとき。 

(3) 平均風速が 13m/s 以上になる見込みのとき。ただし、降雨、降雪中

は除く（乾燥注意報の発表基準と同じ｡）。 
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である。 

 

ウ 記録的短時間大雨情報 

大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨

（１時間降水量）が観測(地上の雨量計による観測)又は解析(気象レ

ーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)され、かつ、キキクル（危

険度分布）の「危険」（紫）が出現している場合に、気象庁から発表

される。この情報が発表されたときは、土砂災害及び、低い土地の浸

水や中小河川の増水・氾濫による災害発生につながるような猛烈な

雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まってい

る場所をキキクルで確認する必要がある。 

 

エ 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風

に対して注意を呼びかける情報で、竜巻等の激しい突風の発生しや

すい気象状況になっているときに、天気予報の対象地域と同じ発表

単位（埼玉県南部など）で気象庁から発表される。なお、実際に危険

度が高まっている場所は竜巻発生確度ナウキャストで確認すること

ができる。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域

を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが

非常に高まっている旨を付加した情報が天気予報の対象地域と同じ

発表単位で発表される。 

この情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。 

 

その他の気象情報としては、台風に関する情報、大雨に関する情報、

低気圧に関する情報、早期天候情報、少雨に関する情報、高温に関する

情報、熱中症警戒アラートなどがある。 
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第２ 水防法及び気象業務法に基づく洪水予報、水防警報、水位周知 

１ 水防法及び気象業務法に基づく洪水予報 

洪水予報は、河川の増水や氾濫等に対する水防活動の判断や住民の避

難行動の参考となるように、あらかじめ指定した河川について、区間を決

めて水位又は流量を示して発表される警報及び注意報である。警戒レベ

ル２～５に相当する。 

本町関係では、越辺川が洪水予報河川に指定されている。 

 

(1) 指定河川洪水予報 

（表略） 

 

(2) 国・県が管理する河川の洪水予報 

町内の国が管理する河川については、越辺川が洪水予報河川であり、

水防法第 10 条第２項及び気象業務法第 14 条の２第２項により、国土

交通大臣及び気象庁長官が共同して洪水予報を行う。 

また、県が管理する河川については、町内では該当がない。 

 

２ 水防法に基づく水位周知 

水位周知は、洪水予報河川以外の河川で、洪水により相当な損害を生ず

るおそれのあるものとして指定した河川（水位周知河川）について、住民

が安全な場所への避難及びその準備を行うための目安となる水位「避難

判断水位」に達した情報を関係機関に通知するとともに、一般に周知させ

るためのものである。 

国・県が管理する河川については、町内では該当がない。 

 

３ 水防法に基づく水防警報 

水防警報は、あらかじめ指定された河川について、洪水によって災害が

起こるおそれがあると認められたときに、水防を行う必要がある旨を警

告して行うものであり、水防管理団体の水防活動に指針を与えるもので
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ある。 

町内の国が管理する河川については、越辺川が水防警報河川であり、水

防法第 16条により、国土交通大臣が行う。 

また、県が管理する河川については、町内では該当がない。 

 

第３ 気象業務法、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒情報 

大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生し

てもおかしくない状況となったときに、市町村長の避難指示の発令や住民

の自主避難の判断を支援するため、対象となる市町村を特定して警戒を呼

びかける情報で、埼玉県と熊谷地方気象台から共同で発表される。町内で危

険度が高まっている詳細な領域は「土砂キキクル」で確認することができ

る。危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

鳩山町は、発表対象地域となっている。 

１ 発表及び解除 

発表及び解除は、次の項目のいずれかに該当する場合に埼玉県と熊谷

地方気象台が協議して行う。 

(1) 発表基準 

・大雨警報発表中に、降雨の実況値及び数時間先までの降雨予測値

をもとに作成した指標が発表基準に達した場合 

(2) 解除基準 

・降雨の実況値をもとに作成した指標が発表基準を下回り、かつ短

時間で再び発表基準を超過しないと予想される場合 

 

２ 伝達系統 

伝達系統は、「第７ 気象警報等の伝達」伝達系統図による。 

 

第４ 土砂災害防止法に基づく土砂災害緊急情報 

国及び県は、重大な土砂災害（河道閉塞による湛水を原因とする土石流、
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河道閉塞による湛水、火山噴火に起因する土石流、地すべり）が急迫してい

る場合、土砂災害防止法第 31条に基づき、土砂災害緊急情報を発表する。 

１ 伝達系統（県が調査を行う場合） 

・地すべり 

（図略） 

 

２ 伝達系統（国が調査を行う場合） 

・火山噴火に起因する土石流など、高度な専門知識及び技術を要する

自然 

・河道閉塞による湛水 

・河道閉塞による湛水を原因とする土石流 

（図略） 

 

第５ 火災気象通報 

消防法第２２条の規定により、気象の状況が火災の予防上危険と認めら

れるときに熊谷地方気象台が埼玉県知事に対して通報し、県を通じて町や

消防本部に伝達される。 

 

第６ 熊谷地方気象台と町とのホットラインの運用 

熊谷地方気象台は、下記の場合において気象実況及び今後の気象予報を

伝えるため、町防災担当課責任者等へ電話連絡する。 

・既に警報等で十分警戒を呼びかけている状況下において、更に災害

の危険性が切迫している場合 

・特別警報の発表予告・発表・切替・解除をした場合 

(1) 台風等の接近に伴う実況や予想により、特別警報の発表が予想

され、特別警報発表の可能性に言及した気象情報を発表した場合 

(2) 実況及び予想から大雨、大雪、暴風、暴風雪の特別警報を発表

した場合又は特別警報の切替をした場合 
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(3) 特別警報を警報に切り替えた場合 

※ただし、予測技術の限界等から早期に警戒を呼びかけることがで

きない場合がある。 

なお、緊急性が高い場合などには、町長又は幹部職員に直接連絡を行う。 

また、町が、避難指示等の判断や災害対策の検討等を行う際、熊谷地方気

象台に対して気象情報や今後の気象予報について助言を求めることができ

る。 

 

第７ 気象警報等の伝達 

１ 伝達系統 

（図略） 

 

２ 通信途絶時の代替経路 

障害等により、通常の通信経路が途絶した場合は、状況により可能な範

囲で、加入電話、無線設備設置機関その他関係機関の相互協力により伝達

するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 注意報・警報の伝達 

１ 伝達系統 

（図略） 

 

２ 実施責任者 

警報等の伝達及び住民への広報実施責任者は、総務課長とする。 

 

第３ 洪水予報 

１ 洪水予報の発表 

(1) 洪水予報の種類 

洪水注意報及び洪水警報の 2 種類とし必要な場合には洪水情報を発

表する。 

(2) 洪水予報の発表の基準 

ア 洪水注意報は、予報地点のいずれかの水位が警報水位を越える洪

水となることが予想されると発表される。 

イ 洪水警報は予報地点の水位がすでに警戒水位を越え計画高水位程

度、もしくはそれを越えるかあるいは重大な災害が起こることが予

想される場合に発表する。 

ウ 洪水情報は洪水注意報及び洪水警報の内容を修正する場合であっ

て注意報及び警報として更新する程度のものでないと認められると

き、又は注意報と警報の補足説明が生じたときに発表する。 
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第８ 町の措置 

１ 気象警報等の伝達 

町長は、県等関係機関から気象警報等の伝達を受けたときは、関係機

関、町民その他関係 

 

２ 勤務時間外における注意報等の伝達 

勤務時間外に伝達される注意報及び警報等の伝達が迅速かつ的確に行

われるよう体制を整備する。 

(1) 当直者の配置 

夜間・休日の初動対応機能の確保を目的として、当直として当直職員

を配置する。 

(2) 関係各課の担当者への連絡等 

(3) 洪水情報の更新 

洪水注意報又は洪水警報は、洪水の状況に応じて逐次更新するもの

とし、更新の内容は次のものがある。 

ア 洪水注意報から新たな洪水注意報に更新される場合 

イ 洪水注意報から洪水警報に更新する場合 

ウ 洪水警報から新たな洪水警報に更新される場合 

エ 洪水警報から洪水注意報に更新する場合 

アからエまでに掲げる各場合において洪水の状況に応じてその内容

の全部または一部を更新することができるものとする。 

(4) 洪水予報の解除 

ア 洪水注意報は洪水による危険が去ったものと認められるとき速や

かに解除する。 

イ 洪水警報はいったん洪水注意報に更新してから解除することを原

則とする。 

ウ 洪水注意報又は洪水警報は、実施区域を分割して解除することが

できる。 
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当直者は、注意報等が伝達された場合は、配備体制基準に基づいて、

あらかじめ指定された、総務課長、防災担当指定職員に連絡する。 

なお、大雨洪水注意報及び各種警報が伝達された場合は、当直者は初

動対応者等が登庁するまでの間、必要に応じ情報収集、連絡等を行う。 

 

３ 水防法に定める水防警報 

水防警報は、洪水によって災害が発生するおそれがあるとき、水防活動

を行う必要がある旨を警告するものである。危険を伴う水防活動に当た

っては、水防団等と連携し、従事する者の安全の確保が図られるよう配慮

する。 

(1) 伝達系統 

（図略） 

 

(2) 水防警報の種類 

（表略） 

 

４ 火災警報 

町長が火災気象通報を受けたとき、又は気象の状況が火災の予防上危

険であると認めるとき発表する。 

 

  

 

 

第９節 水防・土砂災害対策 

第１ 水防活動 

１ 町における措置 

(1) 町長は、県及び各関係機関から注意報及び警報等の伝達を受けたと

きは、必要に応じて、関係機関及び住民その他関係のある全ての団体に

伝達するものとする。 

(2) 本町における注意報及び警報等の伝達者は、災害対策本部設置まで

の間、総務課が行うものとし、責任者を総務課長とする。 

(3) 勤務時間外に伝達される注意報及び警報等については、日直者がそ
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の伝達を行うものとする。 

同時に日直者は、総務課長に対しても連絡を行い、その後の対応を確

認する。 

２ 水防法に定める水防警報 

町における水防警報については、水防法第 10条 4の規定に基づき、以

下の基準による。 

(1) 水防警報 

ア 通報系統 

（図略） 

イ 水防警報の種類 

（表略） 

 

232 第９節 被災者台帳の作成・罹災証明書の発行 

「第２編―第２章―第９節 被災者台帳の作成・罹災証明書の発行」に準

ずる。 

 

第１０節 救急救助・医療救護 

「第２編―第２章―第 10節 救急救助・医療救護」に準ずる。 

 

第１１節 遺体の取扱い 

「第２編―第２章―第 11節 遺体の取扱い」に準ずる。 

 

第１２節 避難 

「第２編―第２章―第 12節 避難」に準ずるほか、次のとおりとする。 

第１ 避難体制の整備 

町は、避難指示、高齢者等避難等について、河川管理者等の協力を得つ

つ、洪水、土砂災害等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、避難す

べき区域や避難指示等を発令するために必要な判断基準、伝達方法を明確

にしたマニュアルを作成する。また、浸水や土砂災害等のリスクを考慮した

 

 

 

 

第１１節 救急救助・医療救護 

「第２編 第２章 第９節 救急救助・医療救護」に準ずる。 

 

第１４節 遺体の取扱い 

「第２編 第２章 第 16節 遺体の取扱い」に準ずる。 

 

第１０節 避難 

「第２編 第２章 第 11節 避難」に準ずる。 
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上で、避難場所、避難所、避難路をあらかじめ指定し、日頃から住民への周

知徹底に努めるものとするとともに、必要に応じて避難場所の開錠・開放を

自主防災組織で担う等、円滑な避難のため、自主防災組織等の地域のコミュ

ニティを活かした避難活動を促進する。 

避難に当たっては、指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅

館等への避難を基本とするものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身

の安全を確保することができる場合は、住民自らの判断で「屋内安全確保」

を行うことや、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所等への避難

がかえって危険を伴う場合は、高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、

屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避その他の緊急に安全を

確保するための措置となる「緊急安全確保」を行うべきことについて、町は

住民等への周知徹底に努める。 

 

１ 洪水等に対する住民の警戒避難体制 

町は、洪水予報河川等については、水位情報、堤防等の施設に係る情報、

台風情報、洪水警報等により具体的な避難指示等の発令基準を設定する

ものとする。それら以外の河川等についても、氾濫により居住者や地下空

間、施設等の利用者に命の危険を及ぼすと判断したものについては、洪水

キキクル等により具体的な避難指示等の発令基準を策定することとす

る。また、安全な場所にいる人まで指定緊急避難場所等へ避難した場合、

混雑や交通渋滞が発生するおそれ等があることから、災害リスクのある

区域に絞って避難指示等の発令対象区域を設定するとともに、必要に応

じて見直すものとする。これらの基準及び対象区域の設定及び見直しの

ほか、警戒避難体制の整備・強化について、国及び県に必要な助言を求め

る。 

 

２ 土砂災害に対する住民の警戒避難体制 

町は、土砂災害警戒情報が発表された場合に直ちに避難指示等を発令

することを基本とした具体的な避難指示等の発令基準を設定するものと
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する。また、面積の広さ、地形、地域の実情等に応じて町をいくつかの地

域に分割した上で、土砂キキクル等を用い、危険度の高まっている領域が

含まれる地域内の全ての土砂災害警戒区域等に絞り込んで避難指示等を

発令できるよう、発令対象区域をあらかじめ具体的に設定するとともに、

必要に応じて見直すものとする。これらの基準及び対象区域の設定及び

見直しのほか、警戒避難体制の整備・強化について、国及び県に必要な助

言を求める。 

 

３ 局地的短時間豪雨 

町は、避難指示の発令の際には、避難場所を開放していることが望まし

いが、避難のためのリードタイムが少ない局地的かつ短時間の豪雨の場

合は、躊躇なく避難指示を発令するものとする。また、そのような事態が

生じ得ることを住民にも周知するものとする。 

 

第２ 発災前の避難決定及び住民への情報提供 

台風、豪雪、洪水、土砂災害等は、被災までに一定の時間があり、予見性

が高い。町は、熊谷地方気象台等の専門機関からの情報に基づき、発災前の

早い段階における避難決定や、住民避難に資する情報提供を実施するよう

努める。 

住民に対しては、「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、自らの判

断で避難行動をとること及び早期避難の重要性を周知し、理解と協力を得

る。 

 

第３ 避難情報の発令 

町長は、あらかじめ定めた避難計画に基づき、次の三類型による避難情報

を発令する。 

発令に当たっては、気象情報や河川の水位情報等の把握に努め、立退き避

難に必要な時間や日没時間等を考慮して、空振りを恐れず、適切なタイミン

グで行うものとする。 
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種別 発令時の状況 住民に求める行動 

【警戒レベル

３】 

高齢者等避難 

・要配慮者等、特に

避難行動に時間

を要する者が避

難行動を開始し

なければならな

い段階であり、

災害の発生する

可能性が高まっ

た状況 

【危険な場所から高齢者等避

難】 

・避難に時間のかかる要配慮者

とその支援者は危険な場所か

ら避難（立退き避難 又は屋内

安全確保）する。 

・その他の人は立退き避難の準

備を整えるとともに、以後の

防災気象情報、水位情報等に

注意を払い、自発的に避難を

開始することが望ましい。ま

た、ハザードマップやマイ・タ

イムライン等により屋内で身

の安全を確保できることを確

認できた場合は、自らの判断

で 屋内安全確保の準備をす

る。 

・特に、突発性が高く予測が困難

な土砂災害の危険性がある区

域や急激な水位上昇のおそれ

がある河川沿いでは、準備が

整い次第、当該災害に対応し

た避難（指定緊急避難場所へ

立退き避難又は屋内安全確

保）をすることが強く望まれ

る。 

【警戒レベル ・通常の避難行動 【危険な場所から全員避難】 
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４】 

避難指示 

ができる者が避

難行動を開始し

なければならな

い段階であり、

災害の発生する

可能性が明らか

に高まった状況 

・指定緊急避難場所等への立退

き避難を基本とする避難行動

をとる。 

・予想される災害に対応した指

定緊急避難場所へ速やかに立

退き避難する。 

・指定緊急避難場所への立退き

避難はかえって命に危険を及

ぼしかねないと自ら判断する

場合には、近隣の安全な場所

への立退き避難を行う。 

・平時からハザードマップやマ

イ・タイムライン等により屋

内で身の安全を確保できるこ

とを確認できている場合は、

自らの判断で屋内安全確保を

行う。 

【警戒レベル

５】 

緊急安全確保 

・災害発生（※１）

又は切迫（※２）

している状況 

※１ 災害発生 

堤防の決壊に

より河川の氾濫

発生や集中的な

土砂災害の発生 

※２ 災害の切迫 

水位の推定値

等から河川が氾

【緊急安全確保】 

・災害が発生又は切迫し、命の危

険がある状況となっており、

緊急に身の安全を確保する。 

・指定緊急避難場所への立退き

避難がかえって危険となるた

め「近くの堅固な建物への退

避」や、少しでも命が助かる可

能性の高い避難行動として、

「屋内安全確保」へと行動変

容する。 
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濫している可能

性があると判断

できる場合や、

集中的な土砂災

害が既に発生し

ている可能性が

極めて高い気象

状況 

・災害が発生・切迫している状況

を市町村が確実に把握できる

とは限らないので、必ず発令

される情報ではない。したが

って、居住者等は平時からハ

ザードマップやマイ・タイム

ライン等を確認し、近隣の災

害リスクと警戒レベル５緊急

安全確保が発令された際に取

るべき行動を検討する。 

（用語の説明） 

■避難      ：災害から命を守るための行動 

■立退き避難    ：指定緊急避難場所や「近隣の安全な場所」へ移動する避難行動 

■近隣の安全な場所：指定緊急避難場所ではないが、親戚・知人宅、ホテルなどの近

隣のより安全な浸水しない場所・建物等 

■屋内安全確保  ：その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動。

自宅などの居場所や安全を確保できる場所にとどまる「待避」

や屋内の２階以上の安全を確保できる高さに移動する「垂直避

難」を指し、居住者等がハザードマップやマイ・タイムライン

等を確認し、自らの判断でとる行動。以下の条件を満たされて

いる必要がある。 

・自宅等が家屋倒壊等氾濫想定区域（堤防決壊等により激

しい氾濫流や河川浸食が発生する区域）に存していない

こと。 

・自宅等に浸水しない居室があること。 

・自宅等が一定期間浸水することに伴う支障（食料等の確

保や電気、ガス、トイレ等の使用）を許容できること。 

 

【資料編 3-2-1 鳩山町避難情報の判断・伝達マニュアル】 

 

第４ 避難誘導 

１ 避難指示又は高齢者等避難の伝達 

住民に対し、避難指示又は高齢者等避難を伝達する際には、次の内容を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



鳩山町地域防災計画 新旧対照表 

365 

 

明らかにし、避難の必要性が伝わるよう配慮する。特に、台風による大雨

発生など事前に予測が可能な場合においては、大雨発生が予測されてか

ら災害のおそれがなくなるまで、住民に対して分かりやすく適切に状況

を伝達することに努めるものとする。 

また、町内の各地域、集会所等不特定多数の者が集まる場所等にいる住

民に対して迅速かつ確実な伝達が行われるように努める。 

＜災害の発生状況に関する状況＞ 

・河川が氾濫する等の災害が発生したこと（発生場所や時刻などの

具体的な状況が把握できている場合には、それらを明示する。） 

・災害の拡大についての今後の見通し 

＜災害への対応を指示する情報＞ 

・危険地区住民への避難指示 

・避難誘導や救助・救援への住民の協力要請 

・周辺河川や斜面状況への注意・監視 

・誤った情報に惑わされないこと 

・冷静に行動すること 

 

２ 避難誘導 

避難に当たっては、高齢者、障害者、乳幼児等の自力避難が困難な者、

また、地理に不案内な者、日本語を解さない者等の避難行動要支援者の確

実な避難のため、自治会、自主防災組織等と連携し、地域単位での安全で

迅速な避難を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236 第１３節 避難行動要支援者等の避難支援 

「第２編―第２章―第 13節 避難行動要支援者等の避難支援」に準ずる。 

 

第１４節 要配慮者全般の安全対策等 

「第２編―第２章―第 14節 要配慮者全般の安全対策等」に準ずる。 
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第１５節 社会福祉施設入所者等の安全確保 

「第２編―第２章―第 15節 社会福祉施設入所者等の安全確保」に準ずる。 

 

第１６節 飲料水・食料・生活必需品・防災用資機材等の供給 

「第２編―第２章―第 17節 飲料水・食料・生活必需品の供給」に準ずる。 

 

第１７節 緊急輸送 

「第２編―第２章―第 18節 緊急輸送」に準ずる。 

 

第１８節 環境衛生 

「第２編―第２章―第 20節 環境衛生」に準ずる。 

 

第１９節 応急住宅対策 

「第２編―第２章―第 22節 応急住宅対策」に準ずる。 

 

第２０節 文教対策 

「第２編―第２章―第 23節 文教対策」に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３節 飲料水・食料・生活必需品の供給 

「第２編 第２章 第 14節 飲料水・食料・生活必需品の供給」に準ずる。 

 

第１２節 緊急輸送 

「第２編 第２章 第 13節 緊急輸送」に準ずる。 

 

第１５節 環境衛生 

「第２編 第２章 第 17節 環境衛生」に準ずる。 

 

 

第１６節 応急住宅対策 

「第２編 第２章 第 19節 応急住宅対策」に準ずる。 

 

第１７節 文教対策 

「第２編 第２章 第 20節 文教対策」に準ずる。 

 

第１８節 避難行動要支援者への配慮 

「第２編 第２章 第 21節 避難行動要支援者への配慮 

 

237 第２１節 竜巻等突風対策 

第１ 竜巻等突風に関する普及啓発の推進 

町は、住民の適切な対処行動を支援するため、町民に適切な情報伝達を行

う。その際は、可能な範囲で、住民が対処行動をとりやすいよう町単位の情

報の付加等を行う。 
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第２ 救助の適切な実施 

「第２編―第２章―第８節 災害救助法の適用」に準ずる。 

 

第３ がれき処理 

「第２編―第２章―第 20節 環境衛生」に準ずる。 

 

第４ 避難所の開設・運営 

「第２編―第２章―第 12節 避難」に準ずる。 

必要に応じ、日本赤十字社職員等による救護支援や、警察署による夜間パ

トロールの強化、避難所へ女性警察官の配置の手配を行う。 

 

第５ 応急住宅対策 

「第２編―第２章―第 22節 応急住宅対策」に準ずる。 

 

第６ 道路の応急復旧 

竜巻等突風により道路上に飛散したがれき等の障害物を、迅速に処理し、

交通に支障のない状態とする。 

 

238 第２２節 雪害対策 

第１ 応急活動体制の移行 

１ 町の体制 

町は、積雪による被害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、災

害応急対策を実施する。 

必要に応じて、災害対策本部等を設置して対応する。 

町の災害対策本部等の体制については、この編「第２章－第１節 応急

対策」に準じる。 
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２ 初動期の人員確保 

町は、体制配備に当たっては、気象注警報の発表状況を参考にしなが

ら、時期を逸せず実施する。体制配備の際は、迅速に動員指令を発し、発

災時に初動対応する職員の早期確保を図る。 

 

３ 積雪に関する被害情報の伝達 

町は、人的被害の状況、建築物の被害等の情報を収集するとともに、被

害規模に関する概括的情報も含め、災害オペレーション支援システム等

により、把握できた範囲から遅滞なく県に報告する。 

 

４ 町民等への情報発信 

町は、降雪状況及び積雪の予報等について町民等へ周知する。 

異常な積雪、なだれ等が発生又は発生する可能性が高まった際の周知

方法については、防災行政無線、緊急速報メール等の多様な伝達手段の中

から、有効で時宜を逸しない伝達方法を選択する。 

 

５ 積雪に伴いとるべき行動の周知 

町は、大量の積雪が見込まれる時にとるべき行動を、町民に周知する。 

（例） 

・不要不急の外出は極力避ける。 

・外出の際は、滑りにくい靴を着用するなど歩行中の転倒に注意す

る。 

・道路の凍結や着雪による自転車・自動車のスリップ事故等に注意す

る。 

・交通機関の混乱等も予想されるので、時間に余裕を持って行動す

る。 

・自動車が立ち往生した場合に車のマフラーを雪が塞いで、一酸化炭

素中毒にならないようにする。 
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・安全確保に留意した上で、自宅周辺の除雪を行う。 

・除雪作業を行う際は、足元や周囲に気を配り、転落防止対策を講じ

ることや転倒及び屋根雪の落下に注意する。 

 

第２ 道路機能の確保 

１ 効率的な除雪 

異常な積雪時には、あらかじめ定めた優先除雪道路の交通確保を最優

先とし、機械及び人員を集中的に動員して除雪を行う。 

降雪状況に合わせ、事前規制の実施や地域や路線の特性に合わせた交

通規制を検討する。 

道路管理者は、緊急的な除雪の実施に当たって必要がある場合、警察と

緊密な連携の下、交通の安全確保、除雪作業の円滑化を図るため、交通の

整理を行う。また、交通の規制が必要なときは、緊急交通規制の実施を要

請する。 

 

２ 除雪の応援 

町は、自らの除雪の実施が困難な場合、他の市町村又は県に対し、除雪

の実施又はこれに要する除雪機械及びオペレータの確保について要請す

る。 

除雪応援の受入れに当たっては、現場での情報共有、連絡体制等の受援

体制を整えるとともに、夜間休息時の除雪車両等の駐車場所やオペレー

タ等の宿泊施設の確保について配慮する。 

 

第３ 警備・交通規制 

異常な積雪があったときは、様々な社会的混乱や交通の混乱等の発生が

予想される。このため、町民の生命、身体及び財産の保護を図るため、速や

かに各種の犯罪の予防、取締り、交通秩序の維持その他公共の安全と秩序を

維持し、治安の維持の万全を期する。 
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道路管理者は、緊急的な除雪の実施に当たって必要がある場合、警察に対

し、交通規制の実施を要請する。 

 

第４ 救出・救助及び孤立地区への支援の実施 

１ なだれ事故に対する応急対策 

なだれによる人命等の損失を極力回避するため、鉄道・道路等施設管理

者は、なだれのおそれがある箇所を中心にパトロールを実施する。なだれ

の兆候等異常な事態を発見した時は、当該区間の列車の運行、車両及び歩

行者の通行を一時停止し、雪庇落とし等適切な措置を講じ、なだれ発生の

事前回避に努める。 

なだれにより施設が被災した場合には、直ちに当該区間の列車の運行、

車両及び歩行者の通行を一時停止するとともに応急復旧措置を講じ、交

通の早期回復に努める。 

また、列車又は車両がなだれにより被災した場合は、直ちに消防機関、

警察に通報して救援を依頼し、救出作業に協力する。 

 

２ なだれ発生に伴う避難 

町は、なだれ発生により人家に被害が発生する可能性が高いと認めた

時は、町民に対し避難の指示を行うものとする。町民が自主的に避難した

場合は、直ちに公共施設等に受け入れるとともに十分な救援措置を講ず

る。 

町民等がなだれにより被災した時は、直ちに消防、警察等と協力し救助

作業を行うとともに、被害が甚大な場合は、必要に応じて県に自衛隊災害

派遣の要請を依頼する。 

 

３ 雪害時の滞留車両の乗員保護 

積雪に伴う大規模な立ち往生が発生し、滞留車両の開放に長時間を要

すると見込まれる場合、乗員の生命が脅かされる事態となることから、防

災関係機関や道路管理者が連携を図りながら、滞留車両の乗員への物資



鳩山町地域防災計画 新旧対照表 

371 

 

の提供や安全確保、避難所への一時避難支援等を行う。 

 

４ 孤立地区の応急対策 

積雪、なだれ等により交通が困難又は不能になり孤立した地区の町民

の人命及び財産を保護するため、町は、防災関係機関と相互に連携し、迅

速かつ的確な応急対策を実施する。 

(1) 状況の調査等 

町は、孤立地区が発生した場合は直ちに地区名、孤立世帯数、人数を

知事に報告するとともに、地区代表者と連絡を取るなどして病人の発

生の有無、食料保有の状況等を調査するものとする。 

(2) 救援の要請 

町は、孤立地区の状況について、食料及び飲料水、灯油、医薬品、緊

急搬送要請について、必要数量や品目、緊急度（品目残量・残日数等）

がわかるように、県に要請するものとする。 

(3) 医師の派遣・物資の輸送等 

町は、県と連携し、ヘリコプター等による医師、保健師等の派遣、医

薬品・食料・生活必需品等の輸送及び地区住民全員の避難救助等必要な

対策を講ずるものとする。 

(4) 交通の確保 

道路管理者は、孤立地区に通じる道路の除雪等を実施し、交通の早期

回復を図るものとする。 

 

第５ 避難所の開設・運営 

なだれや大量の積雪による建築物の倒壊により、住家を失った町民や、交

通途絶により孤立した地域の町民を収容するため、町は避難所を開設・運営

する。 

気象情報や地域特性等を踏まえ、必要に応じて被災前の予防的な避難所

開設も検討する。 
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第６ 医療救護 

積雪に伴う負傷及び長期の交通途絶による慢性病の悪化などに対処する

ため、医療救護活動を実施する。 

また、透析患者などの要配慮者に対し、医療機関情報や緊急時連絡先等、

必要な医療情報を提供する。 

なお、救急搬送に当たっては、防災関係機関や医療施設が相互に連携し、

迅速な搬送を実施する。 

 

第７ ライフラインの確保 

ライフライン事業者及び町は、なだれ、冠雪、着雪、凍結等による設備の

機能停止・故障・損壊等を速やかに把握し、復旧に係る措置を講ずる。 

ライフライン事業者及び町は、応急対策の実施に当たり、災害対応の円滑

化や町民生活の速やかな復旧を目指し、他の機関と連携するものとする。 

町は、ライフライン事業者等が応急対策に必要な情報（被災情報、除雪状

況、なだれ等の危険性が高い区域、通行可能な道路等）や活動スペース等に

ついて、ライフライン事業者等に提供又は貸し出すことにより、その復旧作

業を支援する。 

町は、異常な積雪により広範囲に被災した場合には、優先的に復旧すべき

地区を示し、関係機関と調整するものとする。 

 

第８ 地域における除雪協力 

除雪は、原則として土地所有者又は管理者が行うものであり、民有地内の

除雪は各家庭又は各事業者による対応が原則である。しかし、異常な積雪時

には、高齢者世帯など自身による除雪が困難な者や通学路や利用者の多い

交通安全上重要な歩道については、町民が地域コミュニティの協力を得て

除雪を進め、二次災害の防止に努める。 
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242 第３章 復旧復興 
第１節 災害復旧 

「第２編―第３章―第１節 災害復旧」に準ずるほか、次のとおりとする。 

 

第１ 雪害対策 

１ 長期化する雪害への対応 

(1) なだれ対策の実施 

気象台が発表するなだれ注意報を参考にしながら、適宜、町民への注

意喚起を行う。 

道路管理者は、気象台が発表するなだれ注意報や専門家による見解

等を参考にしながら、道路の通行規制解除を行う。 

 

２ 農業復旧支援 

農作物や被覆施設に積雪すると、ハウス倒壊等の被害が発生する。被害

状況の迅速な把握と、必要な支援措置を講ずる。 

 

第２節 災害復興 

「第２編―第３章―第２節 災害復興」に準ずる。 

 

第３節 生活再建への支援 

「第２編―第３章―第３節 生活再建への支援」に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 復旧復興 
第１節 災害復旧 

「第２編 第３章 第１節 災害復旧」に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 災害復興 

「第２編 第３章 第２節 災害復興」に準ずる。 

 

第３節 生活再建への支援 

「第２編 第３章 第３節 生活再建への支援」に準ずる。 

 

 


